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長岡市消防団人事異動（方面隊長、消防団本部） 

 

 

退職された方のご功労に敬意を表し、感謝を申し上げます。 

新体制のもと、より良い消防団活動を行うため一丸となって取り組みます。 

 

 

 

平成２８年度長岡市消防団行事予定 
 

月  日 時  間 行 事 内 容 場  所 

５月２７日（金） 19:00～20:45 市長・消防団幹部懇談会 長岡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

６月５日（日） 7:45～12:30 
長岡市消防団ポンプ操法競技会 
（兼新潟県消防協会長岡地区支会代表選考会）

長岡市消防本部 

長岡市民防災公園 

１０月２３日（日） 午前 長岡市総合防災訓練（仮称） 与板地域 

１月８日（日） 午後 長岡市消防出初式 
大手通り 

アオーレ長岡 

退職者（３月３１日付け） 昇任・配置換者（４月１日付け[ ]内は旧任） 

 

・長岡西部方面隊長 外川 義太郎 

 

・越路方面隊長   丸山 雅行 

 

・山古志方面隊長  田中 仁 

 

・和島方面隊長   平澤 隆之 

 

・予防主幹     赤塚 正彦 

・長岡西部方面隊長    石田 伸光  [長岡西部方面副隊長] 

 

・越路方面隊長     大石 一栄   [越路方面副隊長] 

  

・山古志方面隊長     星野 和弘   [山古志方面隊技術部長] 

 

・和島方面隊長     本間 孝之  [和島方面副隊長] 

 

・予防主幹       近藤 章   [広報指導分団長] 

 

・広報指導分団長    酒井 敦子  [広報指導副分団長] 
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平成２８年度予算の消防団主要事業について 

 

 

１ 消防団充実強化整備事業 

 

（１）処遇の改善 （平成２８年４月１日から） 
    ア 年報酬  

    

   

 

 

 

 

 

   

    イ 費用弁償 

１回 2,500 円を 2,800 円に引き上げ 

※機関点検等 1,700 円単価の費用弁償は据え置き 

 
（２）装備品等 

 

区 分 装 備 品 等 

安全確保のための装備 

・救助用半長靴   全団員に配備 

 

 

・耐切創性手袋   Ｈ２９年度新入団員用 

救助活動用資機材 

 

・拡声器    分団の部ごとに 1台配備 

 

 

 

・担架     分団に１台配備 

 

  

 

・投光器等一式 川口方面隊の各分団に配備 

 

 

階級 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 

改正額 据え置き 67,400 50,500 36,900 32,600 27,600 23,500 

改正前 96,000 63,000 48,500 34,500 30,500 23,000 22,000 
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２ 車両等整備 

 

（１）車両関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    ※ 下線の置場に配備する小型動力ポンプは、Ｂ－３級の小型サイズのもの 

 

 

 

（２）積載車車庫等新築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

区 分 仕 様 等 配備する部 

軽積載車 

５台更新 

小型動力ポンプ付 

３台 

山古志方面隊第４分団第２部（山古志竹沢） 

与板方面隊第２分団第１部（与板町槙原） 

越路方面隊第２分団第７部（飯島） 

現有ポンプ載せ換え

２台 

三島方面隊第１分団第３部（逆谷） 

三島方面隊第２分団第５部（藤川） 

小型動力ポンプ 

６台更新 

積載車仕様 
長岡西部方面隊第 20 分団第４部（才津西町） 

長岡北部方面隊第 12 分団第４部（小曽根町） 

台車仕様 

小国方面隊第３分団第３部（小国町八王子） 

栃尾方面隊第４分団第１部（沖布） 

栃尾方面隊第６分団第４部（森上） 

川口方面隊第４分団第５部（西川口） 

区 分 内  容 

消防団施設 

新築工事 

・長岡北部方面隊第１５分団第１部 消防団車庫（高見町） 

・長岡川西方面隊第１８分団第３部 機械器具置場（成沢町） 

区 分 内  容 

警鐘台 

解体撤去 
・７か所（越路地域１、中之島地域１、栃尾地域５） 

防火水槽 

新設 

・悠久町 １か所 

・高頭町 ２か所 
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長岡市消防団互助会事業について 

                    
 

消防団員の福利厚生及び相互扶助を図ることを目的として、全消防団員で組織し、運営しています。 

次表に該当する事案が発生しましたら、分団長等の所属長を通じて、事務を担当する消防署（出張

所）又は川口支所地域振興課に報告し、請求手続きをしてください。 

 
 

※ 弔慰金、災害見舞金及び療養見舞金に伴う請求期間は、給付理由が生じた日から１年以内です。 
 

長岡市消防団互助会 
年会費 500 円 （9 月、3 月支給の

年報酬から 250 円ずつを徴収） 

弔 

慰 

金 

本人死亡 公務、公務外を問わず 

・香典      100,000 円 

・御明し（料）  2,000 円 

・花輪（花料）  15,000 円 

家族等死亡 

同居の親族で次に掲げるもの 

・配偶者 

・子 

・実父母、養父母、義父母 

・香典       10,000 円 

・御明し（料）  2,000 円 

災害見舞金 

住居の全部を焼失、滅失 50,000 円 

住居の 5 分の 1以上を焼失、滅失 30,000 円 

借家等の 5分の 1 以上を焼失、滅失 

（会長が認めたとき） 
20,000 円以内 

療養見舞金 公務による疾病で入院 30日以上 10,000 円 

活動助成金 

（請求手続き不要） 

新潟県消防大会ポンプ操法競技会 出場分団への助成  100,000 円 

市ポンプ操法競技会助成金 出場分団への助成   30,000 円 

新潟県消防学校入校者 1 日につき      5,000 円 

その他 代議員の協議により決定 
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消防団員の公務災害について 

 
 
 

消防団員の皆さんが、災害活動や訓練等によりけがをした場合は、公務災害として各種補償が適用

されます。 
万が一けがをした場合は、所属の分団長等を通じて、速やかに方面隊等の事務を担当する消防署（出

張所）又は川口支所地域振興課に報告してください。（まず口頭で報告をお願いします。） 
 
 
 
 
 
 

※ けがをした本人又は同行者は、医療機関での初診時に、｢公務による負傷｣であることを説明し、

診察等にかかった費用（薬剤含む）は支払わないでください。後日、報告を受けた担当職員が医

療機関等への支払い手続きを行います。 
 
 
 
 
 

日本消防協会福祉共済制度等について 

 
 
 
  消防団員本人が、死亡若しくは障害を負った場合や病気・けが等で入院した場合は、次表の範囲内で

弔慰金又は見舞金が支給されます。 
 
 
 

弔慰金・見舞金等 

公務中 公務外 

日本消防協会福祉共済制度 

・死  亡  2,300 万円 
・重度障害  2,300 万円 

・死  亡  100 万円 
・重度障害  100 万円 
・障害の等級により６万円～50 万円

・病気・けが等で入院（7 日以上入院で 120 日以内） 
１日につき 1,500 円 

新潟県消防協会互助事業 ・死  亡  10 万円 ・死  亡  ５万円 

 
 

訓練等によるケガ 分団長等 
報告（口頭） 

各消防署、出張所 

川口支所地域振興課 
報告（口頭）
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